
交通安全協会だより　(令和８年１月号)

【交通反則通告制度と刑事手続との関係】
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　※ 飲酒運転、無免許運転など

　　 特に悪質な違反は対象外。 反

則

金 ＊ 終結(簡易・迅速処理)

◎ 普通自転車の歩道通行のルール

 １　歩道を通行できるとき

　　 自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、歩道を通行することができます。

　 ①　道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

　 ②　１３歳未満若しくは７０歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき

　 ③　車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、

　   　  自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき※

　　　　 ※ 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、事故の危険のある場合

 ２　歩道を通行するときのルール

   (1)  普通自転車で歩道を通行する場合、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

          また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げになるときは、一時停止しなければなりません。

   (2)  歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には、

 　     普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません。※

               ※ ただし、普通自転車通行指定部分については、歩行者がいない場合には、

                    歩道の状況に応じて安全な速度と方法で進行することができます。
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※ 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や

◇  一方で、単に歩道を通行しているなどの違反は、これまでと同様「指導警告」が行われます。

例：信号無視、一時停止等

　交通反則通告制度(青切符)とは、

　 道路交通法違反のうち一定の比較的軽微で明白、定型的な交通違反(反則行為)については、

    運転者(反則者)が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は公訴を提起されない制度です。

        検察庁

納 付

＊ 反則金を納付せず、刑事手続きによる処理を選択できます。

反則告知

不起訴

・拘禁刑、罰金等

    裁判所

起訴

送致

   警 察

自転車は車のなかま

　   　　　　　　 ～自転車はルールを守って安全運転～

　 警察官の警告に従わず歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。

青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。

◆  自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や

◆  令和８年４月１日から 道路交通法の改正により

 １６歳以上の自転車の運転者は交通反則通告制度(青切符)の対象となります。

違反行為を継続した場合など悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象になります。※


